
岩手県食品ロス削減推進計画策定に向けた今後の進め方

○ 今回を含め、協議会を３回開催し、各分野の有識者の皆様の

御意見を伺いながら、計画策定を進める。

○ 最終案策定前に、パブリック・コメントを実施し、広く県民

の方々にも意見を伺いながら、計画を策定する。

○ 食品ロスが廃棄物となった場合には、産業廃棄物（食品残

渣）または一般廃棄物（家庭系ごみ・事業系ごみ）になること

から、一般廃棄物の処理主体である市町村等（組合等を含む）

にも意見照会を行う。

  なお、食品ロス削減推進法第 13 条においては、市町村にお

いても、国基本方針及び県計画を踏まえて、市町村食品ロス削

減推進計画を策定することとされている。

時 期 項 目

令和３年６月８日 第１回協議会開催（骨子案の審議）

８月 第２回協議会開催（計画素案の審議）

９月～10月
９月議会報告、パブリック・コメント

（素案の報告、意見聴取）

11月 第３回協議会開催（最終案の審議）

   12月
議会報告、策定・公表

（最終案の報告）

※ 策定時期、開催方法については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の

状況に応じ、柔軟に対応。
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